
 

第 １６号議案  

   損害賠償の額の決定について 

上 記 の 議 案 を 次 の と お り 提 出 す る 。  

令和４ 年 ３ 月 １ 日  

                            提 出 者   多 摩 市 長   阿   部   裕   行  

 

提案理由  

  この議案は、多摩市下水道事業の設置等に関する条例（ 平 成 ２ ８ 年 多 摩 市 条 例 第 

５４号）第７条 の 規 定 に 基 づ き 、 議 会 の 同 意 を 求 め る た め 、 提 出 す る も の で あ 

る。  

 

記  

 

１  損害賠償の相手方 

東京都新宿区西早稲田 

      A 

 

２  損害賠償額 

１，５５７，６９２円 

 

３  損害賠償の理由 

令和３年１２月２３日、市が管理する汚水公設桝が木の根等で閉塞したことにより、

民有桝において汚水溢水が生じた。これにより損害賠償の相手方が所有する商品（食料

品）その他について汚損被害を生じさせたことによる。 
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第 １７号議案  

多 摩 市 総合オ ン ブ ズ マ ン の 委 嘱 に つ き 同 意 を 求 め る こ と に つ い て  

下 記 の 者 を 、 多摩市総合オ ン ブ ズ マ ン に 委 嘱 し た い の で 、 多 摩 市 総合オンブ  

ズ マ ン 条 例 （ 平成２１ 年 多 摩 市 条 例 第 ４ ７ 号 ） 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 議 

会 の 同 意 を 求 め る 。  

令 和 ４ 年 ３ 月 １ 日  

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行  

 

提案理由  

 多摩市総合オンブズマン森安紀雄氏は、令和４年３月３１日をもって任期が

満了するので、本案を提出する。  

 

記  

 

氏   名  住        所  生年月日  

森安 紀雄  
東京都世田谷区
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第１８号議案  

多摩市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて  

下記の者を、多摩市教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定によ

り、議会の同意を求める。  

令和４年３月１日  

提出者   多摩市長   阿  部  裕  行  

 

提案理由  

 多摩市教育委員会委員鈴木充氏が、令和４年３月３１日をもって退任するこ

とに伴い、本案を提出する。  

 

記  

 

氏   名  住        所  生年月日  

小林  昭一  多 摩 市    
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第 １ ９ 号議案 

市 道 路 線 の 認 定 に つ い て  

上 記 の 議 案 を 次 の と お り 提 出 す る 。  

令和４ 年 ３ 月 １ 日  

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行  

 

提案理由  

道路法（昭和２７年法律第１８０号 )第８条第２項の規定により、下記の路

線を市道路線として認定する。  

 

 記  

認定路線 

整理  

番号  
路  線 名  起点・終点  備  考 

１ １－３５１号線  
起点  一ノ宮一丁目４４番２１地先 

 

終点  一ノ宮一丁目４４番１７地先 
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令和3年度第1ブロック認定路線図

終点

案内図

凡 例

起点

① 1-351号線

一ノ宮一丁目

日野市百草
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認定土地所在図

終点

起点

凡 例

① 1-351号線

縮尺 １：５００

一ノ宮一丁目
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第 ２０号議案  

東 京 都 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 規 約 の 一 部 を 変 更 す る 規 約 につい  

て  

上 記 の 議 案 を 次 の と お り 提 出 す る 。  

令和４ 年 ３ 月 １ 日  

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行  

 

提案理由  

 東京都後期高齢者医療広域連合の経費の支弁の方法を変更することに伴い、

東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する必要が生じたため、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の１１の規定に基づき、裏面の

とおり本案を提出する。  
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東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約  

 

東京都後期高齢者医療広域連合規約（平成１９年３月１日東京都知事許可）

の一部を次のように変更する。  

附則第５項中「令和２年度分及び令和３年度分」を「令和４年度分及び令和

５年度分」に、「令和２年４月１日現在」を「令和４年４月１日現在」に改め

る。  

附 則  

（施行期日）  

１  この規約は、令和４年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この規約による変更後の東京都後期高齢者医療広域連合規約（以下「変更

後の規約」という。）附則第５項の規定は、令和４年度分以降の変更後の規

約第１８条第１項第１号に規定する関係区市町村の負担金（以下単に「関係

区市町村の負担金」という。）について適用し、令和３年度分以前の関係区

市町村の負担金については、なお従前の例による。  
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第２１号議案  

多摩市手数料条例の一部を改正する条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和４年３月１日  

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行  

 

記  

 

多摩市条例第  号  

 

多摩市手数料条例の一部を改正する条例  

 

多摩市手数料条例（平成１２年多摩市条例第３１号）の一部を次のように改

正する。  

附則第３項の見出しを削り、同項の前に見出しとして「（多機能端末機に係

る手数料の特例）」を付する。  

附則に次の１項を加える。  

４  令和４年９月１日から令和７年８月３１日までの間に多機能端末機により

交付する印鑑に関する証明又は住民票（消除された住民票を除く。）の写し  

の交付に係る手数料は、別表第１の８の部及び２０の部の規定にかかわらず、

１件又は１通につき２００円とする。  

附 則  

 この条例は、公布の日から施行する。  
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第２２号議案  

多摩市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

に関する条例の一部を改正する条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和４年３月１日  

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行  

 

記  

 

多摩市条例第  号  

 

多摩市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

に関する条例の一部を改正する条例  

 

多摩市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条

例（平成２７年多摩市条例第６０号）の一部を次のように改正する。  

別表５の項第２４号中「情報」の次に「（以下「中国残留邦人等支援給付等

関係情報」という。）」を加え、同表６の項第２号中「情報」の次に「（以下

「障害者自立支援給付関係情報」という。）」を加え、同表中７の項を８の項

とし、６の項の次に次のように加える。  

７ 市長  心身障害者の医療費の助

成に関する事務であって

規則で定めるもの  

⑴ 児童福祉法による障害児入

所支援に関する情報であって

規則で定めるもの  

⑵ 障害者関係情報であって規

則で定めるもの  

⑶ 生活保護関係情報であって

規則で定めるもの  

⑷ 地方税関係情報であって規

則で定めるもの  

⑸ 中国残留邦人等支援給付等

関係情報であって規則で定め

るもの  

⑹ 障害者自立支援給付関係情

報であって規則で定めるもの  
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  ⑺ 障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するため

の法律第７条に規定する他の

法令により行われる給付の支

給に関する情報であって規則

で定めるもの  

附 則  

 この条例は、公布の日から起算して１２月を超えない範囲内において規則で

定める日から施行する。  
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第２３号議案  

多摩市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例の一部

を改正する条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和４年３月１日  

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行  

 

記  

 

多摩市条例第  号  

 

多摩市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例の一部

を改正する条例  

 

多摩市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例（令和元年多摩市

条例第２６号）の一部を次のように改正する。  

別表補助スタッフの部事務補助員の項中「１，１１０円」を「１，１４１円」

に改め、同部文化財調査員Ｂの項中「１，１８０円」を「１，２１３円」に改

め、同部学校図書館司書の項中「１，１９０円」を「１，２２３円」に改め、

同部短期事務補助員の項中「１，０４６円」を「１，０７５円」に改め、同部

軽作業員の項中「１，０６７円」を「１，０９７円」に改め、同部保育士の項

中「１，０９０円」を「１，１２０円」に改め、同部短期保育補助員の項中「

１，０５６円」を「１，０８５円」に改め、同部中  

「      

 児童館補助員Ｂ   1,182 円 を  

    」  

「      

 児童館補助員Ｂ   1,182 円 
に  

 短期保健師   2,077 円 

    」  

改め、同部検診助手の項中「１，２３４円」を「１，２６８円」に改め、同部

養護教諭の項中「１，４３９円」を「１，４７９円」に改め、同部栄養士Ｂの

項中「１，２６４円」を「１，２９９円」に改める。  

附 則  
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（施行期日）  

１  この条例は、令和４年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例の施行の日以後に、この条例による改正前の多摩市会計年度任用

職員の任用、勤務条件等に関する条例の規定により支払われるべき報酬及び

費用弁償の支給については、なお従前の例による。  
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第２４号議案  

多摩市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和４年３月１日  

提出者   多摩市長  阿  部 裕 行  

 

記  

 

多摩市条例第   号  

 

多摩市個人情報保護条例の一部を改正する条例  

 

多摩市個人情報保護条例（平成１１年多摩市条例第１号）の一部を次のよう

に改正する。  

第８条第２項第７号中「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する

法律（平成１５年法律第５９号）第２条第１項」を「個人情報の保護に関する

法律（平成１５年法律第５７号）第２条第９項」に改める。  

附 則  

この条例は、令和４年４月１日から施行する。  
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第２５号議案  

多摩市消防団条例の一部を改正する条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和４年３月１日  

提出者   多摩市長  阿  部 裕 行  

 

記  

 

多摩市条例第   号  

 

多摩市消防団条例の一部を改正する条例  

 

多摩市消防団条例（昭和３９年多摩市条例第３７号）の一部を次のように改

正する。  

第１条中「ことを目的」を「もの」に改める。  

第２条中「本市」を「多摩市」に、「おく」を「置く」に改める。  

第６条中「市長が」を「多摩市長（以下「市長」という。）が」に改め、同

条第１号中「居住」を「居住し、」に改める。  

第７条を次のように改める。  

（報酬）  

第７条  団員に、報酬を支給する。  

２ 報酬は、団員報酬及び出動報酬とする。  

３ 団員報酬の額は、別表第１に定めるとおりとする。  

４ 出動報酬の種類、基準及び額は、別表第２に定めるとおりとする。  

５ 団員報酬及び出動報酬の支給方法については、市長が別に定める。  

第７条の次に次の２条を加える。  

（団員報酬の日割計算）  

第７条の２ 団員報酬は、新たに団員となった者にあっては団員となった日か

ら、退職、失職、死亡等により団員でなくなった者にあっては団員でなくな

った日まで、日割計算により支給する。この場合において、１日当たりの報

酬額は、別表第１に定める報酬額を当該年度の日数で除して得た額とする。  

２ 団員が疾病その他の理由により職務を行うことができなくなった場合は、

その職務を行うことができなくなった日から職務を行うことができるように

なった日の前日までの期間（以下「職務不能期間」という。）は、団員報酬

を支給しない。この場合における報酬額は、別表第１に定める報酬額から前
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項の１日当たりの報酬額に職務不能期間の日数を乗じて得た額を減じた額と

する。  

（費用弁償）  

第７条の３ 団員が職務のため多摩市の区域外に出張するときは、非常勤特別

職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３８年多摩市条例第１９

号）第５条第１項に定めるところにより、費用弁償として旅費を支給する。  

２ 費用弁償の支給方法については、市長が別に定める。  

第８条中「退職しよう」を「、退職しよう」に改める。  

第１４条第５項第１号中「持たなければならない」を「持つこと」に改め、  

同項第２号中「当たらなければならない」を「当たること」に改め、同項第３  

号中「慎しまなければならない」を「慎むこと」に改め、同項第４号中「請求  

する等のことがあってはならない」を「請求しないこと」に改め、同項第５号  

中「は、他に漏らしてはならない」を「を他に漏らさないこと」に改め、同項  

第６号から第８号までの規定中「してはならない」を「しないこと」に改める。  

附則の次に別表として次の２表を加える。  

別表第１（第７条、第７条の２関係）  

団員報酬  

職名  報酬額（年額）  

団長  ３４０，６００円  

副団長  ２６０，５００円  

分団長  １８４，２００円  

副分団長  １４０，２００円  

部長  １１５，５００円  

班長  １０６，９００円  

団員（基本団員）  １００，２００円  

団員（機能別団員）  ３５，０００円  

別表第２（第７条関係）  

出動報酬  

種目 基準 報酬額  備考  

火災報酬  火災その他自然災害以

外の災害の現場に出動

したとき。  

３，０００円   

訓練報酬  訓練に出動したとき。  ２，５００円   

警戒報酬  警戒に出動したとき。  ２，５００円   
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点検報酬  消防機械器具の整備又

は点検に従 事したと

き。  

１，５００円  １分団につき月１０

人以内とする。  

自然災害報

酬（半日）  

火災以外の自然災害の

現場に出動したとき。  

４，０００円  出動時間が４時間以

内のものとする。  

自然災害報

酬（全日）  

８，０００円  出動時間が４時間を

超えるものとする。  

備考  

１ 報酬額は、出動又は従事１回当たりの額とする。  

２ 火災以外の自然災害において、８時間を超える出動をした場合は、自

然災害報酬（全日）の報酬額に、その８時間を超えた１時間（１時間に

満たない端数があるときは、これを切り捨てる。）につき１，０００円

を加算する。  

附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ この条例の施行の日以後にこの条例による改正前の多摩市消防団条例の規

定及び次項の規定による改正前の非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償等

に関する条例（昭和３８年多摩市条例第１９号）の規定により支払われるべ

き報酬及び費用弁償の支給については、なお従前の例による。  

（非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正）  

３ 非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のよう

に改正する。  

第１条中「議会の議員を除く。」を削り、「について」の次に「、別に条

例で定めるものを除き」を加える。  

別表第１消防団の項を削る。  
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第２６号議案  

中小企業事業資金貸付けあっせんに関する条例の一部を改正する

条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和４年３月１日  

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行  

 

記  

 

多摩市条例第  号 

 

中小企業事業資金貸付けあっせんに関する条例の一部を改正する

条例 

 

中小企業事業資金貸付けあっせんに関する条例（平成８年多摩市条例第７号）

の一部を次のように改正する。  

第２条第２号中「第２条第３項に定めるもの」を「第２条第３項第１号から

第６号までのいずれかに該当する者」に改める。  

第４条第１号中「こと」の次に「又は個人で引き続き１年以上事業を営む者

が設立し、本店所在地が市内にある法人で、当該事業と同一の業種を営むもの

であること」を加え、同条第２号中「２０歳」を「１８歳」に改める。  

第４条の２第１号中「こと」の次に「又は個人で引き続き１年以上事業を営

む者が設立し、本店所在地が市内にある法人で、当該事業と同一の業種を営む

ものであること」を加え、同条第２号中「２０歳」を「１８歳」に改める。  

第５条第２号中「２０歳」を「１８歳」に、「創業する」を「創業をする」

に改め、同条第６号ア中「１か月以内に新たに個人で又は２か月以内に新たに

法人で創業しようとする」を「新たに個人又は法人で創業をしようとする」に

改め、同号イ中「創業しようとする」を「創業をしようとする」に改め、同号

ウ及びエ中「創業し」を「創業をし」に改め、同号オ中「基づく事業を」を「

基づく事業について」に、「創業し」を「創業をし」に改める。  

   附 則 

（施行期日）  

１  この条例は、令和４年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例による改正後の中小企業事業資金貸付けあっせんに関する条例の
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規定は、この条例の施行の日以後に申込みを行う資金の貸付けあっせんにつ

いて適用し、同日前に申込みを行った資金の貸付けあっせんについては、な

お従前の例による。  
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第２７号議案  

多摩市企業誘致条例の一部を改正する条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和４年３月１日  

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行  

 

記  

 

多摩市条例第  号 

 

多摩市企業誘致条例の一部を改正する条例 

 

多摩市企業誘致条例（平成１４年多摩市条例第１０号）の一部を次のように

改正する。  

題名を次のように改める。  

多摩市企業立地促進条例  

第１条を次のように改める。  

 （目的）  

第１条  この条例は、多摩市の区域内（以下「市内」という。）に事業所を新

たに設置する企業等に対し奨励措置を講ずることにより、事業所の立地を促

進し、雇用機会の確保及び拡大を図り、もって地域経済の発展及び市民生活

の向上に寄与することを目的とする。  

第２条第１号中「する」の次に「事業を営む」を加え、同条第２号を次のよ

うに改める。  

⑵ 中小企業者  中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１

項に規定する中小企業者をいう。  

第２条第３号中「を営むため」を「の用に供し、」に改め、「するため」を

削り、「供される」を「供する」に改め、同号に次のただし書を加える。  

ただし、建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９号）第

２条第１項に規定する区分所有権の目的とする部分を除く。  

第２条第４号を次のように改める。  

⑷ 新設等 企業等が、市内に新たに土地を取得し、又は賃借して事業所を

設置すること又は市内の既設事業所を市内の他の場所へ移転することをい

う。 

第２条中第８号から第１０号までを削り、同条第７号中「第７０２条に規定  
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する」を「第７０２条第１項の規定により多摩市が課する」に改め、同号を同  

条第１０号とし、同条第６号中「第３４１条に規定する土地、家屋及び償却資  

産に課税される」を「第３４２条第１項の規定により多摩市が課する」に改め、

同号を同条第９号とし、同条第５号中「第３４１条」を「第３４１条第３号」 

に改め、「及び」の次に「同条第４号に規定する」を加え、同号を同条第６号 

とし、同条第４号の次に次の１号を加える。  

⑸  増築 中小企業者が、市内の既設事業所の業務に用いる建物を建て増し、

又は当該事業所の業務に用いる新たな建物を同一の敷地内に建築すること  

をいう。 

第２条第６号の次に次の２号を加える。  

⑺ 常用雇用者  企業等が事業所において引き続き１年以上雇用する労働者

で、健康保険法（大正１１年法律第７０号）第３条第１項に規定する被保

険者又は厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第９条若しくは第

１０条第１項の規定による被保険者であるものをいう。  

⑻ 商業施設 小売業の用に供する施設をいう。  

第３条第１項中「市長が特に必要性を認める施設」を「多摩市長（以下「市

長」という。）が特に認める場合」に改め、同項第１号から第３号までを次の

ように改める。  

⑴ 新設等又は増築をすること。  

⑵ 新設等の場合は事業所の用に供する土地の面積が２，０００平方メート

ル以上又は投下固定資産額が３億円以上（中小企業者の場合は１億５千万

円以上）であること、増築の場合は投下固定資産額が１億円以上であるこ

と。 

⑶ 新設等の場合は事業所の常用雇用者が２０人以上であること、増築の場

合は増築後の事業所の常用雇用者の増加が１０人以上であること。  

第３条第１項第４号中「該当する」を「定める」に改め、同項第５号を次の

ように改める。  

⑸ 新設等の場合は、操業開始の予定期日が新設等をする土地の譲渡契約（

土地の賃借による新設等の場合は、賃貸借契約）の締結後３年以内である

こと。  

第３条第１項第８号中「という。）」の次に「及び商業施設であるもの」を  

加え、同項第９号中「小売業を営むための用に供する施設」を「商業施設」に、

「新設する商業施設」を「新設等をするもの」に改め、同項に次の２号を加え  

る。  

⒀ 地方税法第３４８条第１項の規定により固定資産税を課することができ  
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ない者若しくは同条第２項に掲げる固定資産を専ら事業所においてその本  

来の用に供する者又は独立行政法人（独立行政法人通則法（平成１１年法 

律第１０３号）第２条第１項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。）

でないこと。  

⒁ 国、地方公共団体又は独立行政法人による出資を受けていないこと。  

第４条第２項に後段として次のように加える。  

 この場合において、当該指定は、奨励措置の対象となる１の事業所につき

１回に限るものとする。  

第５条第２項中「周辺の環境その他の」を「周辺地域の良好な自然環境、居

住環境、交通環境等の確保及び周辺環境との調和を図るために必要な措置を講

ずるとともに、」に改め、同条に次の１項を加える。  

３  指定企業は、市内における経済の活性化その他の多摩市が行う施策等を理

解し、これに協力するとともに、地域住民、他の事業者その他多様な主体と

連携及び協力をすることにより互いに共存し、市民生活の向上及び地域社会

の発展に貢献するよう努めなければならない。  

第６条の見出しを「（奨励措置）」に改め、同条第１項中「市長は、」の次

に「奨励措置として」を加え、同項ただし書中「一の指定企業に対して一の」

を「１の事業所に対して１の」に改め、「本社」の次に「（商業登記法（昭和

３８年法律第１２５号）第６条に規定する商業登記簿に本店として登記してい

る事業所をいう。以下同じ。）、宿泊施設（旅館業法（昭和２３年法律第１３

８号）第２条第２項に規定する旅館・ホテル営業（風俗営業等の規制及び業務

の適正化等に関する法律第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業に該当す

るものを除く。）の用に供する施設及びこれに附属する施設のうち、都市計画

法第９条第６項に規定する第二種住居地域、同条第９項に規定する近隣商業地

域又は同条第１０項に規定する商業地域の区域にあるものをいう。以下同じ。

）又は省エネルギー性能優良施設（建築物のエネルギー消費性能の向上に関す

る法律（平成２７年法律第５３号）第２条第１項第２号に規定するエネルギー

消費性能に係る評価を行う機関の認証を受けた施設のうち、一定の水準を満た

すものとして市長が定めるものをいう。以下同じ。）」を加え、「１億２千万

円」を「１億５千万円」に改め、同項第１号中「都市計画税」の次に「の額」

を、「本社」の次に「、宿泊施設又は省エネルギー性能優良施設」を加える。  

第７条第１項中「、５年」を「５年」に改め、同項ただし書中「次に」を「

次の各号に」に、「３年以内」を「当該各号に定めるとおり」に改め、同項各

号を次のように改める。  

⑴ 増築に係る事業所 増築に係る主たる施設の稼働を開始した日の属する
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年の翌年の４月１日から起算して３年以内  

⑵ 商業施設、事務所用不動産賃貸施設又は市内の既設事業所を市内の他の  

場所へ移転したものである事業所（次号及び第４号に掲げる事業所を除く。）  

 ３年以内  

⑶ 中古資産を取得して新設等をした事業所で、当該事業所の業務の用に供

するために新たに取得した資産（当該中古資産を除く。）に係る投下固定

資産額が３億円未満（中小企業者の場合は１億５千万円未満）のもの（次

号に掲げる事業所を除く。）  次のアからウまでに掲げる当該事業所の常

用雇用者数に応じ、当該アからウまでに定めるとおりとする。  

ア  ２０人以上５０人以下  ３年以内  

イ  ５１人以上１００人以下  ４年以内  

ウ  １０１人以上  ５年以内  

⑷ 中古資産を取得して新設等をした事業所で、当該事業所の業務の用に供

するために新たに取得した資産（当該中古資産を除く。）に係る投下固定

資産額が３億円未満（中小企業者の場合は１億５千万円未満）のもののう

ち、商業施設、事務所用不動産賃貸施設又は市内の既設事業所を市内の他

の場所へ移転したものであるもの  次のアからウまでに掲げる当該事業所

の常用雇用者数に応じ、当該アからウまでに定めるとおりとする。  

ア  ２０人以上５０人以下  １年以内  

イ  ５１人以上１００人以下  ２年以内  

ウ  １０１人以上  ３年以内  

第８条第１項第７号中「市長が必要と」を「指定企業の指定を取り消すこと

が適当であると市長が」に改め、同号を同項第８号とし、同項第６号の次に次

の１号を加える。  

⑺ この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。  

第８条第２項第１号中「事業所」を「新設等の場合において、事業所」に改

め、同項第２号中「操業開始」を「操業（増築の場合は、増築に係る主たる施

設の稼働。以下この号において同じ。）の開始」に、「、事業所」を「、当該

事業所」に、「一部を廃止」を「一部を廃止し、」に改め、同項第６号中「市

長が必要と」を「奨励金の交付の決定を取り消すことが適当であると市長が」

に改める。  

附則第２項中「平成３４年３月３１日」を「令和７年３月３１日」に改める。  

   附 則 

（施行期日）  

１  この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正
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規定は、公布の日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例による改正後の多摩市企業立地促進条例の規定は、この条例の施

行の日以後に指定企業の指定の申請をする企業等について適用し、この条例

の施行の際現に指定企業の指定を受けている企業等及び同日前に指定企業の

指定の申請を行った企業等については、なお従前の例による。  
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第２８号議案  

多摩市立コミュニティセンター及び多摩市立コミュニティ会館の

設置及び管理運営に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和４年３月１日  

提出者   多摩市長  阿  部 裕 行  

 

記  

 

多摩市条例第   号  

 

多摩市立コミュニティセンター及び多摩市立コミュニティ会館の

設置及び管理運営に関する条例の一部を改正する条例  

 

多摩市立コミュニティセンター及び多摩市立コミュニティ会館の設置及び管

理運営に関する条例（平成３年多摩市条例第１７号）の一部を次のように改正

する。  

第９条第１項ただし書及び同条第２項ただし書を削り、同条第４項を同条第

６項とし、同条第３項中「前２項の」を削り、同項を同条第５項とし、同条第

２項の次に次の２項を加える。  

３ 前２項の規定にかかわらず、市外団体（多摩市内に在住し、在勤し、又は

在学する者が過半数を占める団体以外の団体をいう。）が使用する場合のコ

ミュニティルーム及びコミュニティルームの物品の使用料は、第１項又は前

項に定める使用料の倍額とする。  

４ 市長は、必要と認めるときは、前３項に定める使用料を減額し、又は免除

することができる。  

第１０条第１項中「別表第２及び別表第３」を「前条第１項から第３項まで」  

に改める。  

別表第１の２の部に次のように加える。  

多摩市立連光寺コミュニティ会館  多摩市連光寺三丁目５７番地１  

別表第２中「、第１０条」を削り、同表１の部鶴牧・落合・南野コミュニテ

ィセンターの項中  
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「     

 会議室  １２２円   を  

   」  

「     

 会議室１  １２２円  
 に改め、同表２の部に次  

 会議室２  ５５円  

   」  

のように加える。  

連光寺コミュニティ会館  会議室１  ７５円  

会議室２  ６９円  

和室  ２４円  

別表第３中「、第１０条」を削る。  

附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、令和４年７月１日から施行する。ただし、別表第１の改正規

定及び別表第２の改正規定（同表１の部鶴牧・落合・南野コミュニティセン

ターの項の改正規定及び同表２の部に１項を加える改正規定に限る。）は、

同年９月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ この条例による改正後の多摩市立コミュニティセンター及び多摩市立コミ

ュニティ会館の設置及び管理運営に関する条例の規定（別表第１及び別表第

２（同表１の部鶴牧・落合・南野コミュニティセンターの項及び同表２の部

連光寺コミュニティ会館の項に限る。）の規定を除く。）は、この条例の施

行の日以後の使用について適用し、改正後の別表第１及び別表第２（同表１

の部鶴牧・落合・南野コミュニティセンターの項及び同表２の部連光寺コミ

ュニティ会館の項に限る。）の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行

の日以後の使用について適用する。  
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第２９号議案  

社会福祉法人の保育所に対する補助金の交付に関する条例の一部

を改正する条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和４年３月１日  

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行  

 

記  

 

多摩市条例第  号  

 

社会福祉法人の保育所に対する補助金の交付に関する条例の一部

を改正する条例  

 

社会福祉法人の保育所に対する補助金の交付に関する条例（昭和４６年多摩

市条例第１１号）の一部を次のように改正する。  

別表民間保育所補助事業の部運営費補助金の項第１号中「、施設長の設置又

は未設置の別」を削り、同項第２号の表を次のように改める。  

零歳児対象児童数一人当たり月額（単位：円）  

零歳児利用定員  
処遇改善等加算率  

加算停止  ２～５％  ６～８％  ９～ 11％  12％  

６人  92,000 93,100 95,300 96,900 98,600 

７人  78,900 79,800 81,700 83,100 84,500 

８人  69,000 69,800 71,500 72,700 73,900 

９人  87,700 89,500 92,900 95,500 98,000 

10人  79,000 80,500 83,600 85,900 88,200 

11人  71,800 73,200 76,000 78,100 80,200 

12人  65,800 67,100 69,700 71,600 73,500 

13人  60,700 61,900 64,300 66,100 67,900 

14人  56,400 57,500 59,700 61,400 63,000 

15人  52,600 53,700 55,700 57,300 58,800 

16人  49,300 50,300 52,200 53,700 55,100 

17人  46,400 47,300 49,200 50,500 51,900 

18人  43,800 44,700 46,400 47,700 49,000 
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19人  41,500 42,300 44,000 45,200 46,400 

20人  39,500 40,200 41,800 42,900 44,100 

21人  37,600 38,300 39,800 40,900 42,000 

22人  35,900 36,600 38,000 39,000 40,100 

23人  34,300 35,000 36,300 37,300 38,300 

24人  32,900 33,500 34,800 35,800 36,700 

 別表民間保育所補助事業の部運営費補助金の項第３号中「１０２，０００円」

を「９１，０００円」に改め、同部増配置加算補助金の項中「得た額」の次に  

「から、国の定める基準による療育支援加算に係る金額を減算した額」を加え、

同項第１号中「１８０，０００円」を「１９８，０００円」に改め、同項第２  

号中「１６９，０００円」を「１８９，０００円」に改め、同部延長保育充実  

費補助金の項第１号中「場合において、処遇改善等加算率の区分に応じ次の表  

に定める額」を「場合は、１施設当たり月額３９６，０００円」に改め、同号  

の表を削り、同項第２号中「３３，０００円」を「３５，０００円」に改め、  

同部産休等代替職員費補助金の項第１号中「８，０００円」を「８，８００円」

に改め、同項第２号中「７，５００円」を「８，４００円」に改め、同項第３  

号中「１２，１００円」を「１３，６００円」に改め、同項第４号中「８，１  

００円」を「８，９００円」に改め、同部保育所建築費補助金の項中「した額」

の次に「。ただし、修理に係る事業については、当該事業を改造に係る事業と  

みなした場合において、保育所等整備交付金に係る国の定める基準により算出  

した当該事業に係る費用に対して国及び市が負担する額を合計した額を上限と  

する。」を加え、同表付表を次のように改める。  

付表  

入所児童一人当たり月額（単位：円）  

処
遇
改
善
等
加
算
率 

年齢 

利用定員 

20
人 

21
～ 
30
人 

31
～ 
40
人 

41
～ 
50
人 

51
～ 
60
人 

61
～ 
70
人 

71
～ 
80
人 

81
～ 
90
人 

91
～
100
人 

101
～
110
人 

111
～
120
人 

121
～
130
人 

131
～
140
人 

141
～
150
人 

151
～
160
人 

161
～
170
人 

171
～
180
人 

181
～
190
人 

191
～
200
人 

201
～
210
人 

211
～
220
人 

12
％ 

零歳 
50,
400 

41,
000 

36,
300 

33,
800 

31,
700 

39,
400 

37,
200 

35,
500 

36,
100 

34,
800 

33,
700 

32,
800 

31,
900 

31,
300 

31,
900 

31,
300 

30,
800 

30,
300 

29,
800 

29,
400 

29,
100 

１歳 
59,
800 

50,
400 

45,
600 

43,
200 

41,
000 

48,
800 

46,
600 

44,
800 

45,
500 

44,
200 

43,
100 

42,
100 

41,
300 

40,
600 

41,
300 

40,
700 

40,
100 

39,
600 

39,
200 

38,
800 

38,
500 

２歳 
45,
000 

35,
600 

30,
800 

28,
400 

26,
200 

34,
000 

31,
800 

30,
000 

30,
700 

29,
400 

28,
300 

27,
300 

26,
500 

25,
800 

26,
500 

25,
900 

25,
300 

24,
800 

24,
400 

24,
000 

23,
700 

３歳 
32,
500 

23,
100 

18,
300 

15,
900 

13,
700 

21,
500 

19,
300 

17,
500 

18,
200 

16,
900 

15,
800 

14,
800 

14,
000 

13,
300 

14,
000 

13,
400 

12,
800 

12,
300 

11,
900 

11,
500 

11,
200 

４歳
以上 

31,
900 

22,
500 

17,
800 

15,
300 

13,
200 

21,
000 

18,
700 

17,
000 

17,
700 

16,
300 

15,
200 

14,
300 

13,
500 

12,
800 

13,
400 

12,
800 

12,
300 

11,
800 

11,
400 

11,
000 

10,
600 
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９
～
11
％ 

零歳 
49,
800 

40,
600 

35,
900 

33,
600 

31,
400 

39,
000 

36,
800 

35,
100 

35,
800 

34,
500 

33,
400 

32,
500 

31,
700 

31,
000 

31,
600 

31,
000 

30,
500 

30,
000 

29,
600 

29,
200 

28,
900 

１歳 
58,
700 

49,
600 

44,
900 

42,
500 

40,
400 

48,
000 

45,
800 

44,
100 

44,
800 

43,
500 

42,
400 

41,
500 

40,
700 

40,
000 

40,
600 

40,
000 

39,
500 

39,
000 

38,
600 

38,
200 

37,
900 

２歳 
44,
300 

35,
200 

30,
500 

28,
100 

26,
000 

33,
600 

31,
400 

29,
700 

30,
300 

29,
000 

28,
000 

27,
000 

26,
300 

25,
600 

26,
200 

25,
600 

25,
100 

24,
600 

24,
200 

23,
800 

23,
500 

３歳 
31,
800 

22,
600 

18,
000 

15,
600 

13,
500 

21,
100 

18,
900 

17,
200 

17,
800 

16,
500 

15,
500 

14,
500 

13,
800 

13,
100 

13,
700 

13,
100 

12,
600 

12,
100 

11,
700 

11,
300 

11,
000 

４歳
以上 

31,
300 

22,
100 

17,
500 

15,
100 

13,
000 

20,
500 

18,
300 

16,
600 

17,
300 

16,
000 

14,
900 

14,
000 

13,
200 

12,
500 

13,
200 

12,
600 

12,
000 

11,
600 

11,
200 

10,
800 

10,
400 

６
～
８
％ 

零歳 
49,
100 

40,
200 

35,
600 

33,
300 

31,
200 

38,
600 

36,
400 

34,
800 

35,
400 

34,
100 

33,
100 

32,
200 

31,
400 

30,
800 

31,
400 

30,
800 

30,
300 

29,
800 

29,
400 

29,
000 

28,
700 

１歳 
57,
700 

48,
700 

44,
200 

41,
900 

39,
800 

47,
200 

45,
000 

43,
400 

44,
000 

42,
700 

41,
700 

40,
800 

40,
000 

39,
400 

40,
000 

39,
400 

38,
900 

38,
400 

38,
000 

37,
600 

37,
300 

２歳 
43,
700 

34,
700 

30,
200 

27,
900 

25,
800 

33,
200 

31,
000 

29,
400 

30,
000 

28,
700 

27,
700 

26,
800 

26,
000 

25,
300 

26,
000 

25,
400 

24,
900 

24,
400 

24,
000 

23,
600 

23,
300 

３歳 
31,
200 

22,
200 

17,
700 

15,
400 

13,
300 

20,
700 

18,
500 

16,
800 

17,
500 

16,
200 

15,
100 

14,
300 

13,
500 

12,
800 

13,
500 

12,
900 

12,
400 

11,
900 

11,
500 

11,
100 

10,
800 

４歳
以上 

30,
600 

21,
700 

17,
100 

14,
800 

12,
800 

20,
100 

18,
000 

16,
300 

16,
900 

15,
700 

14,
600 

13,
700 

12,
900 

12,
300 

12,
900 

12,
300 

11,
800 

11,
400 

10,
900 

10,
600 

10,
200 

２
～
５
％ 

零歳 
48,
300 

39,
600 

35,
200 

33,
000 

30,
900 

38,
000 

35,
900 

34,
300 

34,
900 

33,
700 

32,
700 

31,
800 

31,
100 

30,
400 

31,
000 

30,
500 

30,
000 

29,
500 

29,
100 

28,
800 

28,
500 

１歳 
56,
300 

47,
600 

43,
200 

41,
000 

39,
000 

46,
100 

44,
000 

42,
400 

43,
000 

41,
800 

40,
700 

39,
900 

39,
100 

38,
500 

39,
100 

38,
500 

38,
000 

37,
600 

37,
200 

36,
800 

36,
500 

２歳 
42,
900 

34,
200 

29,
800 

27,
500 

25,
500 

32,
600 

30,
500 

28,
900 

29,
500 

28,
300 

27,
200 

26,
400 

25,
600 

25,
000 

25,
600 

25,
000 

24,
500 

24,
100 

23,
700 

23,
400 

23,
000 

３歳 
30,
400 

21,
700 

17,
300 

15,
000 

13,
000 

20,
100 

18,
000 

16,
400 

17,
000 

15,
800 

14,
700 

13,
900 

13,
100 

12,
500 

13,
100 

12,
500 

12,
000 

11,
600 

11,
200 

10,
800 

10,
500 

４歳
以上 

29,
800 

21,
100 

16,
700 

14,
500 

12,
500 

19,
500 

17,
500 

15,
900 

16,
400 

15,
200 

14,
200 

13,
300 

12,
600 

12,
000 

12,
600 

12,
000 

11,
500 

11,
100 

10,
700 

10,
300 

10,
000 

加
算
停
止 

零歳 
47,
900 

39,
300 

35,
000 

32,
800 

30,
800 

37,
700 

35,
700 

34,
100 

34,
700 

33,
500 

32,
500 

31,
600 

30,
900 

30,
300 

30,
900 

30,
300 

29,
800 

29,
400 

29,
000 

28,
600 

28,
300 

１歳 
55,
700 

47,
100 

42,
800 

40,
600 

38,
600 

45,
500 

43,
500 

41,
900 

42,
500 

41,
300 

40,
300 

39,
400 

38,
700 

38,
100 

38,
700 

38,
100 

37,
600 

37,
200 

36,
800 

36,
400 

36,
100 

２歳 
42,
400 

33,
900 

29,
500 

27,
400 

25,
400 

32,
300 

30,
300 

28,
700 

29,
200 

28,
000 

27,
000 

26,
200 

25,
500 

24,
900 

25,
400 

24,
900 

24,
400 

24,
000 

23,
600 

23,
200 

22,
900 

３歳 
29,
900 

21,
400 

17,
000 

14,
900 

12,
900 

19,
800 

17,
800 

16,
200 

16,
700 

15,
500 

14,
500 

13,
700 

13,
000 

12,
300 

12,
900 

12,
400 

11,
900 

11,
500 

11,
100 

10,
700 

10,
400 

４歳
以上 

29,
400 

20,
800 

16,
500 

14,
300 

12,
300 

19,
200 

17,
200 

15,
600 

16,
200 

15,
000 

14,
000 

13,
100 

12,
400 

11,
800 

12,
400 

11,
800 

11,
300 

10,
900 

10,
500 

10,
200 

9, 
900 

附 則  

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。  
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第３０号議案  

多摩市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和４年３月１日  

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行  

 

記  

 

多摩市条例第  号  

 

多摩市国民健康保険条例の一部を改正する条例  

 

多摩市国民健康保険条例（昭和３４年多摩市条例第５号）の一部を次のよう

に改正する。  

第８条の２第１項中「市民税（」を「市町村民税（同法の特別区民税を含む

ものとし、」に改め、「除く」の次に「。以下同じ」を加え、「多摩市市税条

例（昭和４０年多摩市条例第１号）」を「市町村又は特別区の条例」に、「市

民税を」を「市町村民税を」に改め、同項第１号及び第２号中「２０歳」を「

１８歳」に改める。  

附 則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和４年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例による改正後の多摩市国民健康保険条例の規定は、この条例の施

行の日以後に申請する結核医療給付金について適用し、同日前に申請した結

核医療給付金については、なお従前の例による。  
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第３１号議案  

多摩市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和４年３月１日  

提出者   多摩市長  阿  部 裕 行  

 

記  

 

多摩市条例第   号  

 

多摩市国民健康保険税条例の一部を改正する条例  

 

多摩市国民健康保険税条例（昭和２７年多摩市条例第３９号）の一部を次の

ように改正する。  

第２条第２項から第４項までの規定中「並びに」を「及び」に改める。  

第３条の見出し中「係る」の次に「基礎課税額の」を加え、同条第１項中「

１００分の５．４８」を「１００分の５．５９」に改める。  

第５条の見出し中「係る」の次に「基礎課税額の」を加え、同条中「２万７

，６００円」を「２万８，２００円」に改める。  

第６条中「１００分の１．７８」を「１００分の１．８２」に改める。  

第７条中「１万１，４００円」を「１万１，６００円」に改める。  

第８条中「１００分の１．５８」を「１００分の１．６２」に改める。  

第９条中「１万１，６００円」を「１万１，８００円」に改める。  

第１３条第１項中「同条」を「その減額後」に改める。  

第２１条第１号中「第７０３条の５」を「第７０３条の５第１項」に改め、  

同号ア中「係る」の次に「基礎課税額の」を加え、「１万９，３２０円」を「  

１万９，７４０円」に改め、同号イ中「７，９８０円」を「８，１２０円」に  

改め、同号ウ中「８，１２０円」を「８，２６０円」に改め、同条第２号中「  

第７０３条の５」を「第７０３条の５第１項」に改め、同号ア中「係る」の次  

に「基礎課税額の」を加え、「１万３，８００円」を「１万４，１００円」に  

改め、同号イ中「５，７００円」を「５，８００円」に改め、同号ウ中「５，  

８００円」を「５，９００円」に改め、同条第３号中「第７０３条の５」を「  

第７０３条の５第１項」に改め、同号ア中「係る」の次に「基礎課税額の」を  

加え、「５，５２０円」を「５，６４０円」に改め、同号イ中「２，２８０円」  

を「２，３２０円」に改め、同号ウ中「２，３２０円」を「２，３６０円」に  
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改め、同条に次の１項を加える。  

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する日以後の最初  

の３月３１日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）がある場合  

における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額（当該納税義務者  

の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額（前項に規定する  

金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）  

に限る。）は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、  

それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。  

⑴ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額  次に掲

げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児一人について次に定める額  

ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯  ４，２３０円  

イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯  ７，０５０円  

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯  １万１，２８０円  

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯  １万４，１００円  

⑵ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均

等割額  次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児一人について次

に定める額  

ア 前項第１号イに規定する金額を減額した世帯  １，７４０円  

イ 前項第２号イに規定する金額を減額した世帯  ２，９００円  

ウ 前項第３号イに規定する金額を減額した世帯  ４，６４０円  

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯  ５，８００円  

第２１条の２中「前条の」を「前条第１項の」に、「前条第１号」を「前条

第１項第１号」に、「「総所得金額」」を「「総所得金額及び」」に、「同じ

。）」とする」を「同じ。）及び」とする」に改める。  

附則第２項中「第２１条」を「第２１条第１項」に、「同条中」を「同項中」  

に、「第７０３条の５」を「第７０３条の５第１項」に改める。  

附則第３項、第４項及び第６項から第１３項までの規定中「第２１条」を「

第２１条第１項」に改める。  

附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、第２条第２項から

第４項まで、第３条の見出し及び第５条の見出しの改正規定、第２１条第１

号ア、第２号ア及び第３号アの改正規定（これらの改正規定中「係る」の次

に「基礎課税額の」を加える部分に限る。）並びに第２１条の２の改正規定

（「「総所得金額」」を「「総所得金額及び」」に、「同じ。）」とする」
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を「同じ。）及び」とする」に改める部分に限る。）は、公布の日から施行

する。  

（適用区分）  

２ この条例による改正後の多摩市国民健康保険税条例の規定は、令和４年度

以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和３年度分までの国民健

康保険税については、なお従前の例による。  
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第３２号議案  

多摩市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和４年３月１日  

提出者   多摩市長  阿  部 裕 行  

 

記  

 

多摩市条例第   号  

 

多摩市営住宅条例の一部を改正する条例  

 

多摩市営住宅条例（平成９年多摩市条例第２３号）の一部を次のように改正

する。  

第６条第２号中「予約者」の次に「及び事実上親族と同様の事情にある者と

して規則で定める者」を加え、「第１２条において」を「以下」に改める。  

第９条第４項中「寡婦」を「ひとり親」に改める。  

第５７条第１号中「（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に

ある者その他婚姻の予定者を含む。）」を削る。  

附 則  

この条例は、令和４年４月１日から施行する。  
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第３３号議案  

多摩市みどりの基金条例の一部を改正する条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和４年３月１日  

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行  

 

記  

 

多摩市条例第  号  

 

多摩市みどりの基金条例の一部を改正する条例  

 

多摩市みどりの基金条例（昭和６１年多摩市条例第１７号）の一部を次のよ

うに改正する。  

題名を次のように改める。  

多摩市みどりと地球温暖化等対策基金条例  

第１条を次のように改める。  

（設置の目的）  

第１条  持続可能な社会の実現を目的として、森林の整備及びその促進、木材

の利用の促進、みどりの保全及び育成等の豊かな自然の保全並びに地球温暖

化等の気候危機に対する取組を推進する事業に要する経費に充てるため、多

摩市みどりと地球温暖化等対策基金（以下「基金」という。）を設置する。  

第２条第２項中「前条に規定する事業」を「同法第３４条第１項各号に掲げ

る施策」に改める。  

附 則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和４年４月１日から施行する。  

（多摩市寄附条例の一部改正）  

２  多摩市寄附条例（平成２１年多摩市条例第４号）の一部を次のように改正

する。  

第２条第３号を次のように改める。  

⑶ 豊かな自然の保全又は気候危機に対する取組を推進する事業  

  第４条第１項第３号中「多摩市みどりの基金」を「多摩市みどりと地球温

暖化等対策基金」に改める。  
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